
まもり住まい保険

まもり住まい保険とは、住宅瑕疵担保履行法に対応した保険で、新築住宅引き渡し後、雨漏りや住宅の傾きなどの
瑕疵（欠陥）が発見された場合に補修費用をサポートします。
CASALIAの施工会社は、当該保険を利用できる住宅事業者。住宅事業者は引渡しから10年間、確実に保証を行う

ことができるように、あらかじめ保険か供託かの形で資力を確保することが義務付けられています。


